
公益社団法人 北那覇法人会 
 

                         ご 案 内 
 

・消費税率等の引き上げに関する研修会  

・自主点検チェックシート活用研修会 
 

下記により、第１部、第２部を同会場にて開催致しますので多数のご参加をお待ちしております。 

 

－ 開 催 要 項 － 
 

【第１部】 

  日  時 ： 令和元年 ６月 ２７日（木） 午後２時～２時３０分 

  場  所 ： 沖縄県立博物館・美術館  １階「美術館講座室」 

  内  容 ：「自主点検チェックシート活用」 

  講  師 ： 北那覇税務署 法人課税部門 第一統括官 林   由  幸 氏 

受 講 料 ： 無 料 
 

 

【第２部】 

  時  間 ： 午後２時３５分 ～ ４時 

  内  容 ：「消費税率等に関する経過措置の取扱いＱ＆Ａほか」 

 
※申込方法： 申込書に記入の上、電話又はＦＡＸにてお申し込み下さい。 

※共  催 ： 北那覇間税会・ 北那覇税務署  

 

切り取り線 

（公社）北那覇法人会   行                   ＦＡＸ ８８７－０１１９ 

 

       消費税率等の引き上げに関する研修会（６月２７日） 

自主点検チェックシート活用研修会 

        
 

法人名                       TEL              

 

住 所                       FAX              
 

参加人数 第１部      名 第２部      名 担当者名 

企業の税務コンプライアンス向上のための取組として法人会「自主点検チェックシー

ト」を活用して企業における内部統制面の強化と経理の質の向上のため、文書管理、 

現預金、小切手、売掛金、未収金、棚卸資産などの管理体制の強化を図る。 

令和元年施行日（１０月１日）以後の取引については、原則として、新消費税法 

（新税率）が適用されることとなりますが、こうした原則を厳格に適用することが 

明らかに困難と認められる取引については、経過措置が設けられており、旧税率（８％）

を適用することとされています。 

経過措置の概要を十分に理解し、適切な対応をお願いします。 



 


